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秘密保全法とは何か？

２０１３.２.３ at 西三河弁護士会館

愛知県弁護士会 秘密保全法制対策本部

秘密保全法制

２０１１年８月

「有識者会議」が報告書発表

法案はすでに完成？

国会上程を待つ段階

キーワードは特別秘密

・特別秘密に指定されると

→情報公開の対象外

・特別秘密を漏えいすると

→処罰（最長10年懲役）される

・特別秘密を扱おうとすると

→人的管理（調査）の対象となる

では特別秘密ってなんだ？

特別秘密ってなんだ？

２０１１年８月報告書 「厳格な保全措置の対

象とする、特に秘匿を要する秘密」

？？？

対象は３つ ①国の安全

②外交

③公共の安全及び秩序の維持

特別秘密の対象ならびに決める人

①国の安全 ②外交

→抽象的で広い。経済や環境も？

③公共の安全及び秩序の維持

原発・放射能情報、警察の不祥事まで

①②③を決めるのは政府

→政府に都合が悪い情報は「特別秘密」に

曖昧な特別秘密と
曖昧な秘密漏えいの罪

ア）特別秘密を漏らす罪

（過失・共謀・独立教唆・煽動も含む）

・処罰範囲の拡大

だけでなく

・処罰される行為が不明確

情報公開を控える＝不開示範囲の拡大

取材に答えない＝取材行為に制約
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曖昧な特別秘密と
曖昧な秘密漏えいの罪

イ）「特定取得行為」

→犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会

通念上是認できない行為を手段とするもの

→何が許されないか不明確

取材を控える＝取材行為に制約

特別秘密と市民＝人的管理

特別秘密を扱うのに適格か判断する

「適正評価制度」

調査対象：特別秘密を扱う公務員

特別秘密を扱う民間企業で働く人

上記対象者の行動に影響を与えうる者

（配偶者、子など）

ほぼ国民全員が対象に？

特別秘密と市民＝人的管理
特別秘密を扱う→本人

①人定事項 ②学歴・職歴

③我が国の利益を害する活動

④外国への渡航歴 ⑤犯罪歴 ⑥懲戒処分歴

⑦信用状態 ⑧薬物・アルコールの影響

⑨精神の問題に係る通院歴

⑩秘密情報の取扱いに係る非違歴

配偶者・子など

①人定事項 ②信用状態 ③渡航歴など

こんな社会に
情報公開＝都合の悪い情報は皆特別秘密で

情報公開法の対象外（不存在に）

（公開する側）処罰されることも考えたら、公開
するか非公開にするか迷ったら不存在

取材の自由＝処罰されない情報だけを取材・
調査報道の窒息

人的管理＝政府による市民の監視

政府の都合のよい情報だけが流通し、
秘密を漏らす市民を政府が監視する社会
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秘密保全法を考えるツボ 

２０１３年２月３日 

弁護士 新海 聡 

１ 秘密保全法でどうなる〜漏えいの範囲と処罰 

（１）秘密漏えいの処罰 

①防衛秘密等の漏えい：自衛隊法・特別防衛秘密法・刑事特別法で処罰 

②その他の国の秘密の漏えい：国家公務員法・地方公務員法で処罰 

③過失の処罰：自衛隊法、防衛特別秘密法 

＊秘密保全法→秘密を漏らす行為の処罰範囲を拡大 

（２）適格性評価制度など（人的管理） 

自衛隊・外務省等で既に実施 

＊秘密保全法→民間についても広く適格性評価を義務付け 

 

２ 防衛、外交、公共の安全情報の公開にあたえる影響 

（１）情報公開法５条３号４号 

「おそれがあると行政機関の長が認める事につき相当の理由がある」

ときは公開しない。 

→現在でも情報は原則非公開 

（２）秘密保全法 

→情報を公開しないだけではなく、情報を入手しようとする行為につ

いても刑罰の威嚇で抑止する役割。 

 

３ 秘密保全法の立法過程から見えるもの 

（１）立法状況 

①有識者会議（Ｈ２３年１月〜）：議事録作成せず。 

＊立法は官僚が主導→有識者会議は事務局が作成した原案の追認をす

るのみ。 

Ｈ２３年８月「秘密保全のための法制のあり方について（報告書）の発

表 

②H23.8.1 から各省庁に対して法令協議が行われ、内閣法制局に対してＨ

24.3.26 時点で 22回資料が持ち込まれ、審査が行われていた 



2 

③H23.9.15 づけスケジュールでは、H24.2 中旬に閣議決定する予定であっ

た。 

④立法担当の内閣情報調査室の協議先の機関 

 内閣官房副長官補(安危)（内政）(外政) 

 警察庁警備局警備企画課 

 公安調査庁総務部総務課審理室 

 法務省刑事局公安課 

 外務省大臣官房総務課 

 海上保安庁 

 防衛省防衛政策局調査課 

 経済産業省大臣官房情報システム厚生課 

 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室 

（２）立法担当の内閣情報調査室による情報公開の状況 

法案や省庁間での議論のほとんどが非公開 

①秘密保全法制に関する関係省庁相互間における審議、検討若しくは協議

の具体的な内容が記載されている部分は非公開 

理由「公にすることによって，国民の間に未成熟な情報に基づく混乱

を不当に生じさせるおそれがあり、また、率直な意見の交換又は意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれや、それにより今後の法案化

作業に支障が及ぶなど、内閣情報室の事務の適性な遂行に支障をおよ

ぼすおそれ」がある。 

②公にすることを伝達することなく諸外国の行政機関等から入手した情報

が記載されている部分 

（理由）他国との信頼関係を損なうおそれやそれによって今後の調査

研究に支障が及ぶ。 

（３）みえてくるもの 

①法案化完了→いつでも国会に提出できること。 

同時に国家安全保障基本法制定の動きについても警戒すべき。 

＊国家安全保障基本法案 

第３条 （国及び地方公共団体の責務）  
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 国は、第２条に定める基本方針に則り、安全保障に関する施策を総合的に策

定し実施する責務を負う。  

２ 国は、教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、

安全保障上必要な配慮を払わなければならない。  

３ 国は、我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護される

よう、法律上・制度上必要な措置を講ずる。  

４ 地方公共団体は、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、

安全保障に関する施策に関し、必要な措置を実施する責務を負う。  

５ 国及び地方公共団体は、本法の目的の達成のため、政治・経済及び社会の

発展を図るべく、必要な内政の諸施策を講じなければならない。  

６ 国及び地方公共団体は、広報活動を通じ、安全保障に関する国民の理解を

深めるため、適切な施策を講じる。 

②官僚のホンネ→国論を二分しかねない重要な事項については、できる限

り非公開にしたい。 



国家公務員法第109条第12号・第111条、
外務公務員法第３条・第27条、自衛隊法
第118条第１項第１号・第２項、地方公務
員法第60条第２号・第62条）

② 漏えいの企て、命令、故意の容認、
そそのかし、ほう助

【１年以下の懲役又は50万円（国家公
務員法以外は３万円）以下の罰金】

－

－

① 職務上知ることのできた秘密を漏ら
した者

【１年以下の懲役又は50万円（国家公
務員法以外は３万円）以下の罰金】

職務上知ることのできた秘密

（国家公務員法等）

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協
力及び安全保障条約第六条に基づく施
設及び区域並びに日本国における合衆
国軍隊の地位に関する協定の実施に伴
う刑事特別法第６条・第７条

③ ①・②の陰謀・教唆・せん動

【５年以下の懲役】

② 合衆国軍隊の安全を害すべき用途
に供する目的又は不当な方法による
探知・収集

【10年以下の懲役】

－

① 通常不当な方法によらなければ探
知・収集できないものの漏えい

【10年以下の懲役】

合衆国軍隊の機密（刑事特別法）

⑦ ①・②の漏えいの陰謀・教唆・せん動

【５年以下の懲役】

⑧ ⑥の探知・収集の陰謀・教唆・せん動

【５年以下の懲役】

⑨ ③の漏えいの陰謀・教唆・せん動

【３年以下の懲役】

③ 防衛秘密を取り扱うことを業務とす
る者による漏えいの共謀・教唆・せん
動

【３年以下の懲役】

周
辺
的
行
為

⑥ 我が国の安全を害すべき用途に供
する目的又は不当な方法による探知・
収集

【10年以下の懲役】

－

探
知
収
集

④ 特別防衛秘密を取り扱うことを業務と
する者

【２年以下の禁固又は５万円以下の罰
金】

⑤ ④以外で業務により特別防衛秘密を
知得・領有した者

【１年以下の禁固又は３万円以下の罰
金】

② 防衛秘密を取り扱うことを業務とす
る者

【１年以下の禁固又は３万円以下の罰
金】

過
失
犯

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保
護法第３条～第５条

自衛隊法第122条

根
拠

① 我が国の安全を害する目的

【10年以下の懲役】

② 特別防衛秘密を取り扱うことを業務と
する者

【10年以下の懲役】

③ ①・②以外の者

【５年以下の懲役】

① 防衛秘密を取り扱うことを業務とす
る者

【５年以下の懲役】漏
え
い

特別防衛秘密（ＭＤＡ法）防衛秘密（自衛隊法）

我が国の秘密保全に関する現行法制 ④
資料６－４


















